
産業廃棄物処理計画書

　　静岡県知事　川勝　平太　殿

提出者　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

事業場の名称 山陽色素株式会社　東海工場

事業場の所在地

計画期間

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業の種類 有機化学工業製品製造業

②事業の規模

③従業員数

様式第二号の八(第八条の四の五関係)
(第１面）

　　令和4年　　6月　　6日

　　(掛川市長)　久保田　崇　殿

住所　　〒437-1302 静岡県掛川市大渕1456　　　
　　　　　　　　　　　　　
氏名　　山陽色素株式会社　東海工場　　　　　　
　　工場長　塩澤　明久　　　　　　　　　　　　
　　

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号　0537-48-3161

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処理に
関する計画を作成したので、提出します。

静岡県掛川市大渕1456

令和4年4月1日～令和5年3月31日までの1年間

24億円（製造品出荷額令和2年度実績）　

107名

④産業廃棄物の一
連の処理の工程 別紙1のとおり

(日本工業規格　Ａ列４番)



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

統括責任者：工場長　塩澤　明久

            ・ 廃棄物処理に関する各種事項の決定、承認
廃棄物担当：設備･環境保安グル－プ
　　　　　　・マネジャ－・山下　恭典

役　　　割：・廃棄物処理計画の作成
　　　　　　・産廃処理施設の運転･維持管理
　　　　　　・委託処理業者との交渉・ 委託契約の締結
　　　　　　・電子マニフェストの交付・管理
　　　　　　・監督官庁への各種報告
　　　　　　・講習会等情報の入手

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 － －

排出量 － －

（これまでに実施した取組）　　

②計画

産業廃棄物の種類 － －

排出量 － －

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

(第２面)

（管理体制図
）　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　

　　

役　　    割：・ 廃棄物処理及び削減方針の策定

　　　　　　・環境保安班員2名

【前年度（令和3年度）実績】　別紙2のとおり（単位：ｔ）

1．脱水機更新による含水率低減

2．汚泥天日乾燥による含水率低減

3．作業ﾐｽ、製品の不良品発生防止

4．有価物買取りによる削減

5．社内勉強会による意識付け

【目標】　別紙3のとおり（単位：ｔ）

1．コア製品の見直しによる廃棄物削減

2．購入先へ過剰包装見直し呼び掛け

1．種類：汚泥、廃プラ類、廃油、ガラス・陶磁器くず・金属くず

2．専用の置場や容器を設置して分別している

3．再生利用に回すものを徹底的に分別する

4．梱包材等は、納入時になるべく業者引き取りしてもらう

1．汚泥のリサイクル向け分別

2．廃油のリサイクル向け分別



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

【前年度（    －   年度）実績】（単位：ｔ）　　　

産業廃棄物の種類 － －

－ －

（これまでに実施した取組）

該当なし

②計画

【目標】（単位：ｔ）　　　　　　　　　 

産業廃棄物の種類 － －

－ －

（今後実施する予定の取組）

該当なし

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 汚泥 －

0 －

15,275 －

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】（単位：ｔ）

産業廃棄物の種類 汚泥 －

0 －

16,039 －

（今後実施する予定の取組）

自ら再生利用を行った産
業廃棄物の量

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

【前年度（令和3年度）実績】（単位：ｔ）　

自ら熱回収を行った
産業廃棄物の量

自ら中間処理により
減量した産業廃棄物の量

1．脱水効率のアップ

2．天日乾燥

3. 有価物買取りによる削減

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

自ら中間処理により
減量する産業廃棄物の量

1. 有価物買取りによる削減

2. 生産品目見直しによる低減



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

【前年度（　　－　年度）実績】（単位：ｔ）

産業廃棄物の種類 － －

－ －

（これまでに実施した取組）

該当なし

②計画

【目標】（単位：ｔ）

産業廃棄物の種類 － －

－ －

（今後実施する予定の取組）

該当なし

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類 － －

全処理委託量 － －

－ －

－ －

－ －

－ －

（これまでに実施した取組）

自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行った産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行う産業廃棄物の量

【前年度（令和3年度）実績】　別紙2のとおり（単位：ｔ）

優良認定処理業者への処
理委託量

再生利用業者への処理委
託量

認定熱回収業者への処理
委託量

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理
委託量

別紙2のとおり



（第５面）

②計画

産業廃棄物の種類 － －

全処理委託量 － －

－ －

－ －

－ －

－ －

（今後実施する予定の取組）

※事務処理欄

【目標】  別紙3のとおり（単位：ｔ）

優良認定処理業者への処
理委託量

再生利用業者への処理委
託量

認定熱回収業者への処理
委託量

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理
委託量

別紙3のとおり



（第６面）

備考

1

2

3

4

5

6

7
※欄は記入しないこと。

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

当該年度の6月30日までに提出すること。

「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入
すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合にお
ける元請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）
等の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終
了するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を
記入すること。

「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに
、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄
物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目
標及び取組を記入すること。

「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処
理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者へ
の再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15
条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱
回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前
年度実績、目標及び取組を記入すること。

それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「
別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。
また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のと
おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、そ
れぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。



発生源 廃棄物 処理・処分

焼却 燃え殻 埋立処分

（廃顔料、廃染料） （管理型）

破砕

埋立処分

（梱包容器、ビニール） 焼却 燃え殻 （管理型）

破砕 燃料化再生利用

埋立処分

焼却 燃え殻 （管理型）

油水分離 再生利用

焼却 燃え殻 埋立処分

（溝、ピット残渣物） （管理型）

脱水

脱水 埋立処分

（凝集沈殿処理） （管理型）

混合

脱水 金属原料化 再生利用

（脱銅処理）

脱水 堆肥化処分

（活性汚泥処理） （再生利用）

その他
破砕 埋立処分

（管理型）

破砕 資源化再生利用

（廃ﾊﾟﾚｯﾄ、梱包木枠）

破砕 資源化再生利用

（機械廃材）

脱水・中和・焼却 埋立処分

（検査・試験） （管理型）

造粒固化 再生利用

（除濁汚泥）

別紙1

有機顔料製
造工程

（a）汚泥

（b）廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

合成染料製
造工程

（c）廃油

（機械油、廃塗料、含油
ウエス等）

排水処理工
程

（d）無機性汚泥

（e）無機性汚泥

ｾﾒﾝﾄ原料再生利
用

（f）無機性汚泥

（g）有機性汚泥

（h）ｶﾞﾗｽ、陶磁器くず

（窓ガラス、蛍光灯、実
験器具）

（i）木くず

（j）金属くず

（k）廃薬品

用水浄化工
程

（l）無機性汚泥

委託処分の範囲

汚
水



①現状

産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 木くず 金属くず

排　出　量 15,997 50.34 2.97 0.46 27.40 0 

全処理委託量 722 50.34 2.97 0.46 27.40 0

335 50.34 2.97 0.46 27.40 0

678 12.85 1.32 0.11 27.40 0

0 0 0 0 0 0

62 24.10 0 0 0 0

（これまでに実施した取組）

別紙2

【前年度（令和3年度）実績】（単位：ｔ）

廃プラスチ
ック類

ガラス・陶
磁器くず

優良認定処理業者へ
の処理委託量

再生利用業者への処
理委託量

認定熱回収業者への
処理委託量

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

1．定期的な現地確認を行い、信用のおける処理業者へ委託

2．再生利用ができ、かつ価格の安価な処理業者へ委託

3．静岡県産業廃棄物協会へ入会している処理業者又はそこの紹介先へ委託

4．有価物としての買取り先を探す



②計画

【目標】（単位：ｔ）

産業廃棄物の種類 汚泥 廃油 木くず 金属くず

排　出　量 15,197 45.31 2.91 0.41 24.7 0 

全処理委託量 686 48.83 2.91 0.41 24.7 0 

686 48.83 2.91 0.41 24.7 0 

549 9.77 1.46 0.21 24.7 0 

5.9 4.88 0.29 0 2.47 0 

59 43.95 2.62 0 22.2 0 

（今後実施する予定の取組）

別紙3

廃プラスチ
ック類

ガラス・陶
磁器くず

優良認定処理業者へ
の処理委託量

再生利用業者への処
理委託量

認定熱回収業者への
処理委託量

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

1．優良認定処理業者で、費用の安価な先を優先に委託

2．認定熱回収処理業者で、費用の安価な先を優先に委託

3．発生抑制

4．有価物としての買取り先を継続して探す
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